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市役所窓口の開庁時間を延長します
問 市民健康課　戸籍住民係　 72-5166

市では市民の皆さんの利便性を図るため、転勤や就職など異動が特に
多くなる時期に、市役所窓口の開庁時間を延長します。

�

�

郵政窓口サービスが終了となります
問 市民健康課　戸籍住民係　 72-5166

お近くの郵便局で証明書の発行ができるサービスにつ
いて、専用機器が製造中止となったこと、現機器も保守
が継続できないことから３月31日㈪をもちましてサービ
スを終了します。
今後は、郵便局では請求様式に必要事項記入の上、手

数料などを同封する郵送請求をご利用ください。または、
便利なコンビニ交付※をご利用になるか、直接市役所窓口
にてご請求ください。

平成21年に開始されました本サービスですが、長らく
のご利用ありがとうございました。

※��コンビニ交付は平日・休日問わず午前６時30分から午
後11時まで証明書の発行が可能です。コンビニエンス
ストアなどに設置している多機能端末を操作して発行
できます。その際は、マイナンバーカードとその暗証
番号、手数料が必要ですのでご注意ください。

対象者（下記①、②いずれも該当する方）
①��令和７年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳以上となる方

　��または、60歳以上65歳未満であって、ヒト免疫不全
ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障害を有する方

※助成対象者であれば誕生日前でも接種できます。
②過去に一度も帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方
接種期間
　４月１日～令和８年３月31日
接種回数
　生ワクチン　　　１回
　不活化ワクチン　２回

自己負担額 �
市内医療機関
　生ワクチン：��各医療機関の接種費用から5,960円を差

し引いた額
　不活化ワクチン：��各医療機関の接種費用から15,160

円を差し引いた額
市外医療機関
　生ワクチン：一律3,000円
　不活化ワクチン：一律7,000円
※��自己負担額を医療機関窓口でお支払いください。助成
の申請は不要です。
※��接種費用については医療機関に直接お問い合わせくだ
さい。
※対象となる方には４月に通知を発送予定です。

開庁日（市役所本庁のみ）
３月27日㈭　午前８時30分～午後７時
４月��３日㈭　午前８時30分～午後７時
業務内容

担当課 業務内容

市民健康課
72-5166

・��住民票異動届（転入、転出、転居な
ど）の受付、住民票の写しなどの交
付
・��印鑑登録の受付と印鑑登録証明書の
交付
・戸籍の各種証明書の交付
　※��戸籍の届け出（婚姻届など）は宿直
室で受け付けます。

・��マイナンバーカードの受取、申請、
電子証明書の更新
・国民健康保険資格異動届の受付
・後期高齢者医療保険の受付

税務課
72-5156 ・所得証明書の交付

福祉課
72-5164 ・介護保険の資格異動の受付

担当課 業務内容

子育て支援課
72-5114

・児童手当、児童扶養手当
・子ども医療の手続き
・ひとり親家庭医療の手続き
・妊婦健康診査受診票の差し替え
・乳児健康診査受診票の差し替え

上下水道課
72-5197

・上下水道の開閉栓の申込手続き
　※��現地での開閉栓の対応は翌日以降
となります。

※��本人確認ができるもの（マイナンバーカードや運転免許
証など）を持参してください。
　詳細は事前にお問い合わせください。

次の手続きについては、通常業務時間内に各担当課までお
問い合わせください
・ケーブルテレビの加入、解約、休止
　（ケーブルセンター� 73-0200）
・防災行政無線の戸別受信機の設置、返還手続き
　（危機管理室� 72-5160）
・小中学校の転入や転出
　（学校教育課� 73-0066）
・市営住宅の入居や退去などの手続き
　（国東市営住宅管理センター� 72-0328）

　交通事故（国内で発生した人身事故に限る）で、入院・通
院を７日以上した共済加入者に、実治療日数に応じて見舞
金を支払います。
加入できる方
国東市に住民登録をしている方（令和７年４月１日時点）
※��修学（学生）のため一時的に転出している方も加入でき
ます。

令和７年度交通災害共済の
加入を受け付けています 

問 危機管理室　 72-5160

４月から帯状疱疹ワクチン定期接種が始まります 
問 市民健康課　保健推進係　 72-5189

共済掛金 　１人：年額360円（１人１口に限ります）
共済期間 　４月１日～令和８年３月31日
※��４月１日以降に加入申し込みされた方は、掛金納入日の
翌日～令和８年３月31日。

申込方法
加入申込書兼納付書に必要事項を記入の上、掛金を添え

て本庁会計課または各総合支所でお申し込みください。
※  加入者控えは見舞金請求の際に使用

しますので大切に保管してください。
申込期限 　３月31日㈪
※申込期限以降でも随時加入できます。

４月から休日当番医体制が変更になります 
問 市民健康課　保健推進係　 72-5189

医師・医療スタッフの高齢化や働き方改革などによって、
当番医制度の維持が困難となることから、負担軽減のた
め4月1日㈫から夜間・休日当番医の診療時間などが変更
となります。
受診する前に、必ず休日当番医へ電話をしてください。

傷病によっては専門性がありますので、その際は当番医
が相談に応じます。痛みが激しい場合や呼吸が困難な場
合など、症状が重篤と思われる場合は、迷わず救急車を
呼んでください。

現　在

計２医療機関体制

市内で

【北部】
１医療機関

【南部】
１医療機関

４月以降
市内で

【市内全域】
１医療機関

計１医療機関体制
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